
 

1 
 

                             

 

                                （案） 

 

 

 

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画 

（令和８７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８７年●月●日 

厚生労働省  

 

SYDBL
スタンプ

SYDBL
スタンプ

SYDBL
スタンプ

SYDBL
スタンプ

SYDBL
線

SYDBL
線



 

2 
 

  

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画 

（令和８７年度） 

 

目 次 

 

第１ はじめに 

 

第２ 計画期間 

 

第３ 事後評価の対象及び評価の方法 

 １ 政策体系に基づき対象とする政策（基本計画第７の１（１）関係） 

 ２ 研究開発（基本計画第７の１（２）関係） 

 ３ 規制に係る政策（基本計画第７の１（３）関係） 

 ４ 租税特別措置等に係る政策（基本計画第７の１（４）関係） 

 ５ 政策決定後５年経過後時点で未着手の政策又は政策決定後 10 年経過後時

点でなお未了の政策（基本計画第７の１（５）関係） 

 ６ 複数の施策目標にまたがり、厚生労働省内で分野横断的に実施している政

策（基本計画第７の１（６）関係） 

 

第４ 事後評価の実施 

 １ 指標のモニタリングの実施 

 ２ 評価の実施 

 

第５ 評価結果の政策への反映状況の公表 

 

第６ その他 

１ 職員の資質の向上 

２ 実施計画の改正 

３ 厚生労働省における政策評価実施要領 

 
別紙１ 令和８７年度に評価を行う施策目標及びその評価方式 

別紙２ 実質的に政策評価と同等の評価が行われていると認められる評価関連

作業が存在する施策目標 

 

 

 



 

3 
 

令和８７年●月●日決定 

 

 

   厚生労働省における事後評価の実施に関する計画  

（令和８７年度） 

 

第１ はじめに 

 

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画（令和８７年度）（以下「実

施計画」という。）は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法

律第 86 号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、「政策評価に

関する基本方針」（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定。以下「基本方針」という。）

及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第５期）」（以下「基

本計画」という。）を踏まえ、令和８７年度に実施する事後評価の対象、評価

の方法等を明らかにするものである。 

 

 

第２ 計画期間 

 

実施計画の計画期間は、令和８７年４月１日から令和９８年３月 31 日まで

とする。 

 

 

第３ 事後評価の対象及び評価の方法 

   

事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。 

  

１ 政策体系に基づき対象とする政策（基本計画第７の１（１）関係） 

政策体系に示す施策目標（実質的に政策評価と同等の評価が行われている

と認められる評価関連作業が存在する施策目標は除く。）については、毎年

度、評価又は指標の前年度までの進捗状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）を行う。令和８７年度に評価を行う施策目標及びそれぞれの評価方式

は、別紙１のとおりとする。 

加えて、指標のモニタリングの結果や当該指標の推移により、評価を実施

する必要が生じた施策目標についても、実績評価方式により評価する。 

実質的に政策評価と同等の評価が行われていると認められる評価関連作業

が存在する施策目標は別紙２のとおりとし、当該評価関連作業において作成

した資料を事後評価の評価書として代替して毎年度公表することとする。 
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２ 研究開発（基本計画第７の１（２）関係） 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12 月 21 日内閣総

理大臣決定）に基づき、総合科学技術・イノベーション会議において事後評価

の対象とされた研究開発について、原則として事業評価方式により評価する。 

 

３ 規制に係る政策（基本計画第７の１（３）関係） 

規制に係る政策であって、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令

（平成 13 年政令第 323 号。以下「施行令」という。）第３条第６号に掲げる

政策のうち、見直し時期が令和８７年度に到来するものについて、原則とし

て、事業評価方式により評価する。 

なお、規制に係る政策の事後評価については、「規制の政策評価の実施に

関するガイドライン」（平成 19 年８月 24 日政策評価各府省連絡会議了承）

を踏まえて実施する。 

 

４ 租税特別措置等に係る政策（基本計画第７の１（４）関係） 

租税特別措置等に係る政策であって、施行令第３条第７号及び第８号に掲

げる政策（法人税、法人住民税又は法人事業税）のうち、①令和８７年度に、

事前評価を実施してから５年を経過するもの、②恒久的な措置であって、令

和８７年度に、直近で事後評価を実施してから５年を経過するものについて、

原則として事業評価方式により評価する。 

ただし、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して、令和８７

年度に事前評価を実施する場合は、事後評価の要素を含んでいることから、

改めて事後評価を実施することは要しない。 

なお、租税特別措置等に係る政策の事後評価については、「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 22 年５月 28 日政策

評価各府省連絡会議了承）を踏まえて実施する。 

 

５ 政策決定後５年経過後時点で未着手の政策又は政策決定後 10 年経過後時

点でなお未了の政策（基本計画第７の１（５）関係） 

令和８７年度の評価対象として該当するものはない。 

 

６ 複数の施策目標にまたがり、厚生労働省内で分野横断的に実施している政

策（基本計画第７の１（６）関係） 

１から５までに掲げるもののほか、複数の施策目標にまたがり、厚生労働

省内で分野横断的に実施している政策のうち、令和７年度に政策評価の対象

とするものについて、総合評価方式により評価することとしているが、。令和

８７年度は実施しない。の評価対象政策は「厚生労働省における施策の効果

的な周知」とする。 
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第４ 事後評価の実施 

 

１ 指標のモニタリングの実施 

 

（１）担当部局（個別の政策を所管する大臣官房の各課を含む。以下同じ。）

は、施策目標について設定した指標のモニタリングの結果を、「目標管理

型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 25 年 12 月 20 日政策評

価各府省連絡会議了承）の２の規定に従い作成する事前分析表に記載し、

部局の取りまとめ課で確認の上、政策統括官（総合政策担当）付政策立案・

評価担当参事官室（以下「政策立案・評価担当参事官室」という。）が定め

る期限までに査定課（注）及び同室に提出する。 

 

（注）組織・定員要求を伴う政策については大臣官房人事課、予算要求又は

財政投融資資金要求を伴う政策については大臣官房会計課、税制改正

要望を伴う政策については政策統括官（総合政策担当）付政策統括室

をいう。以下同じ。 

 

（２）査定課は、モニタリングの結果を参考に査定を行い、組織・定員要求、

予算要求、税制改正要望等に反映する。 

 

（３）政策立案・評価担当参事官室は、モニタリングの結果を確認の上、取り

まとめ、公表する。 

 

２ 評価の実施 

 

（１）担当部局は、第３の規定に従い評価を実施し、評価結果を評価書等（法

第 10 条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。）（注）として

取りまとめ、部局の取りまとめ課で確認の上、政策立案・評価担当参事官

室が定める期限までに査定課及び同室に提出する。 

 

  （注）別紙２に掲げる実質的に政策評価と同等の評価が行われていると認め

られる評価関連作業が存在する施策目標については、当該評価関連作

業において作成した資料を政策評価の評価書として代替することと

する。以下同じ。 

 

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。 

 

（３）政策立案・評価担当参事官室は、評価書等を確認の上、取りまとめ、公
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表する。 

 

第５ 評価結果の政策への反映状況の公表 

 

担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案（組織・定員要

求、予算要求、税制改正要望等を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映さ

せるための情報として活用する。 

担当部局は、令和８７年度に実施した政策評価の結果の政策への反映状況に

ついて、政策立案・評価担当参事官室が定める期限までに同室に報告する。同

室は、それらの反映状況を確認の上、取りまとめ、公表する。 

 

 

第６ その他 

 

１ 職員の資質の向上 

政策立案・評価担当参事官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した

政策評価に関する各種情報を広く担当部局及び査定課に提供するとともに、

評価書等及び事前分析表の作成に当たり、必要に応じて助言を行う。 

また、EBPM（Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案。以下

「EBPM」という。）の観点を踏まえた政策評価の取組の推進に資するため、

厚生労働省が開設している EBPM に係るよろず相談窓口を広く省内職員に周

知し、政策評価の取組を支援するとともに、EBPM 基礎研修及び EBPM 応用研

修の受講を促進する。 

 

２ 実施計画の改正 

この実施計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本

方針又は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行う。 

 

３ 厚生労働省における政策評価実施要領 

この実施計画に定めるもののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、

「厚生労働省における政策評価実施要領」に定める。 



Ⅰ－１－１

Ⅰ－１－２

Ⅰ－２－１

Ⅰ－３－１ ○ 実績評価

Ⅰ－３－２

Ⅰ－４－１

Ⅰ－５－１ ○ 実績評価

Ⅰ－５－２ ○ 実績評価

Ⅰ－６－１

Ⅰ－６－２

Ⅰ－６－３

Ⅰ－７－１

Ⅰ－７－２

Ⅰ－７－３

Ⅰ－８－１

Ⅰ－９－１

Ⅰ－１０－１ ○ 実績評価

Ⅰ－１０－２ ○ 実績評価

Ⅰ－１１－１

Ⅰ－１１－２

Ⅰ－１１－３

Ⅰ－１２－１

Ⅱ－１－１

Ⅱ－２－１

Ⅱ－３－１

Ⅱ－４－１ ○ 実績評価

Ⅲ－１－１

Ⅲ－１－２

Ⅲ－２－１

Ⅲ－３－１

Ⅲ－３－２

Ⅲ－４－１

Ⅲ－５－１

Ⅳ－１－１

Ⅳ－２－１

被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛
争の迅速かつ適切な解決を図ること

労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

女性の活躍推進や男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、ハラスメント対策、仕事と家庭の両立支援、フリーランスの
就業環境の整備等を推進すること

非正規雇用労働者（短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び待遇の改善を図ること

被災労働者等の迅速かつ公正な保護を図るため、必要な保険給付及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金の
支給を行うこと

新興感染症への対応を含め、地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図るこ
と

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図ること

総合的ながん対策を推進すること

平時から情報収集を行うとともに、国民の健康等に重大な影響を及ぼす緊急事態の際の情報集約や意思決定を迅速に実施
する体制を整備すること

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること

化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること

生活衛生関係営業の振興等を通じて、公衆衛生の向上・増進及び国民生活の安定に寄与すること

労働条件の確保・改善を図ること

最低賃金引上げに向け中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援を図ること

労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること

生活習慣病対策等により中長期的な医療費の適正化を図ること

感染症による健康危機発生時に迅速かつ適切に対処する体制を整備すること

難病等の予防・治療等を充実させること

適正な移植医療を推進すること

原子爆弾被爆者等を援護すること

有効性・安全性の高い新医薬品等を迅速に提供できるようにすること（※）

医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること

医薬品の適正使用を推進すること

健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、適正使用を推進し、安全性の向上を図ること

革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

データヘルスの推進による保険者機能の強化等により適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

今後の医療需要に見合った医療従事者を質・量両面にわたり確保するとともに、医師等の偏在対策を推進すること

医療等分野におけるデータ利活用や情報共有の推進を図ること

医療安全確保対策の推進を図ること

政策医療を向上・均てん化させること（※）

新興感染症への対応を含め、感染症の発生・まん延の防止を図ること

医療従事者の働き方改革を推進すること

令和８年度に評価を行う施策目標及びその評価方式

施策目標 評価実施 評価方式

地域医療構想の推進等を通じ、2040年頃を見据えた 新興感染症等への対応も含めた質の高い効率的な医療提供体制を構
築 整備するとともに、在宅医療・介護連携等を図り、地域包括ケアシステムを構築すること

（別紙１）
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Ⅳ－３－１ ○ 実績評価

Ⅳ－３－２

Ⅳ－４－１ ○ 実績評価

Ⅴ－１－１ ○ 実績評価

Ⅴ－２－１

Ⅴ－３－１

Ⅴ－４－１

Ⅴ－５－１

Ⅵ－１－１ ○ 実績評価

Ⅵ－１－２

Ⅵ－１－３

Ⅵ－２－１ ○ 実績評価

Ⅵ－２－２

Ⅵ－３－１

Ⅶ－１－１

Ⅶ－１－２

Ⅶ－１－３ ○ 実績評価

Ⅶ－１－４ ○ 実績評価

Ⅶ－１－５

Ⅶ－２－１

Ⅶ－３－１

Ⅷ－１－１

Ⅷ－１－２

Ⅸ－１－１

Ⅸ－１－２

Ⅹ－１－２

Ⅹ－１－３

Ⅹ－１－４

ⅩⅠ－１－１

ⅩⅠ－１－２

ⅩⅡ－１－１

ⅩⅡ－２－１

ⅩⅢ－１－１

ⅩⅢ－２－１ ○ 実績評価

ⅩⅣ－１－１ ○ 総合評価

ⅩⅣ－１－２ ○ 総合評価

国立医薬品食品衛生研究所など国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること（※）

統計改革を推進し、国民や統計ユーザーの視点に立った公的統計を作成するとともに、統計の利活用を通じて、統計の質を
向上させること

※実質的に政策評価と同等の評価が行われていると認められる評価関連作業が存在する施策目標として、当該評価関連作業において作成した資料を事後評価の評価
書として代替して毎年度公表するもの。

厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施及び医薬品等の研究開発の促進並びに保健衛生分野の調査研究の充実
を図ること（※）

行政手続のオンライン化を推進すること

国民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国民の声」等を活用して把握した国民ニーズ等を踏まえ、国民目
線に立った業務プロセスの改善を図ること

データヘルス改革を推進すること

開発途上国の人材育成等を通じた国際協力を推進し、連携を強化すること（※）

福祉・介護人材の養成確保を推進すること等により、福祉サービスの質の向上を図ること

戦傷病者・戦没者遺族等への援護、戦没者の遺骨の収集等を行うこと

障害者の地域生活や就労を総合的に支援すること

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築すること

国民に信頼される持続可能な公的年金制度等を構築し、適正な事業運営を図ること

高齢期の所得保障の重層化を図るため、私的年金制度の適切な整備及び運営を図ること

高齢者の在宅生活に必要な生活支援・介護予防サービスを提供するとともに、生活機能の維持向上によって虚弱を防ぎ元気
で豊かな老後生活を支援すること

総合的な認知症施策を推進すること

介護保険制度の適切な運営を図り、介護分野における生産性の向上等により、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備
を図ること

国際機関の活動への参画・協力等を通じて、保健・労働等分野において国際社会に貢献すること（※）

自殺総合対策大綱に基づき、自殺対策を推進すること

求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

公共職業訓練の推進、事業主等や労働者の自発的な取組による職業能力開発等を推進すること

技能検定を始めとする職業能力の評価を推進すること

技能実習制度の適正な運営を推進すること

若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

障害者等の職業能力開発を推進すること

技能継承・振興のための施策を推進すること

生活保護制度を適正に実施すること

複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、就労、家計、住まい等に関する包括的な支援を行うことにより、その自立を促進す
ること

ひきこもり支援、権利擁護支援、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズへの包括的な支援等により、地域の多様な主体が
連携して地域の課題に取り組む体制を整備すること

困難な問題を抱える女性への更なる支援体制の充実を図ること

雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること

長時間労働の抑制等によるワーク・ライフ・バランスの実現等の働き方改革を着実に実行するとともに、テレワークの定着や多
様で柔軟な働き方がしやすい環境整備を図ること

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

個別労働紛争の解決の促進を図ること

公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を確保すること

社会・経済状況の変化に対応しつつ、地域、中小企業、産業の特性に応じ、より良質な雇用を創出、人材確保・定着を支援す
るとともに雇用の安定を図ること

高齢者・障害者・若年者や外国人材等の雇用の安定・促進を図ること
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Ⅰ－４－１

Ⅰ－７－１

ⅩⅠ－１－１

ⅩⅠ－１－２

ⅩⅡ－１－１

ⅩⅡ－２－１
厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施及び医薬品等の研究開発の促進並びに保健衛生分野の調査研究の充
実を図ること

「厚生労働省の科学研究開発評価に
関する指針」（平成22年11月11日厚
生労働省大臣官房厚生科学課長決
定）に基づく科学研究開発の評価及
び「独立行政法人の評価に関する指
針」（平成26年９月２日総務大臣決
定）に基づく独立行政法人の評価

国際機関の活動への参画・協力等を通じて、保健・労働等分野において国際社会に貢献すること
「行政事業レビューの実施等につい
て」（平成25年４月５日閣議決定）に
基づく行政事業レビュー

開発途上国の人材育成等を通じた国際協力を推進し、連携を強化すること
「行政事業レビューの実施等につい
て」（平成25年４月５日閣議決定）に
基づく行政事業レビュー

国立医薬品食品衛生研究所など国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

「厚生労働省の科学研究開発評価に
関する指針」（平成22年11月11日厚
生労働省大臣官房厚生科学課長決
定）に基づく国立試験研究機関の評
価

有効性・安全性の高い新医薬品等を迅速に提供できるようにすること
「独立行政法人の評価に関する指針」（平
成26年９月２日総務大臣決定）に基づく
独立行政法人の評価

実質的に政策評価と同等の評価が行われていると認められる評価関連作業が存在する施策目標

施策目標 評価関連作業

政策医療を向上・均てん化させること
「独立行政法人の評価に関する指針」（平
成26年９月２日総務大臣決定）に基づく
独立行政法人の評価

（別紙２）
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